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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主の
皆様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。

第70回定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
連結株主資本等変動計算書

連結注記表
株主資本等変動計算書

個別注記表
（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

カシオ計算機株式会社
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社及びグループ会社は、『創造 貢献』の経営理念に基づき、「カシオ創造憲章」、「カシオ行動指針」、「カ
シオビジネスコンダクトガイドライン」を定め、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制を整備しておりま
す。

① 当社及びグループ会社における取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制

・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、法定事項並びに当社及びグループ会社の経営に関する重
要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督することにより、法令、定款に反する行為を未然に防止す
る。

・職務の遂行に係る各種法令を遵守するべく、必要に応じて方針・規程・規則等の文書類を整備し、内部統制委
員会を始めとする各種委員会での審議・検討を経て、ルールの周知・徹底を図る。

・法令違反行為等に関する問題を相談又は通報する窓口として「公益通報ホットライン」を社内外に設置し、整
備・運用を図る。通報者に対しては不利益のないことを確保する。

・市民社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切関わりを持たず、不当要求に対しては組織全体として
毅然とした対応をとる。

・上記ルールの妥当性と運用の適切性について内部監査等、継続的な見直しによる改善を行い、不祥事の未然防
止を図る。

② 当社及びグループ会社における取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する
体制

・取締役及び使用人の職務執行に係る情報は「文書管理規程」、その他の規則に基づき、各担当部門が保存及び
管理する。

③ 当社及びグループ会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・経営に重大な影響を及ぼすリスクについては、「リスク管理規程」に基づき、内部統制委員会の下で関連部門

と事務局が一体となって推進する体制を確立する。
・製品安全リスクについては、製品の安全に対するお客様の信頼に応えることが経営上の重要な課題であるとの

認識のもと「製品安全に関する基本方針」を定め、推進体制を構築する。
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④ 当社及びグループ会社における取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制

・当社及びグループ会社の経営上の重要案件は、取締役会で審議・決定する仕組みをとり、原則として毎月１回
以上開催することにより経営の意思決定を合理的かつ迅速に行う。

・業務執行上の重要事項については、当社の執行役員及び取締役（監査等委員含む。）が出席する経営会議で審
議・決定し、グループ横断的な調整や対策がスムーズに実施できる仕組みをとる。

・執行手続の詳細については、「業務執行決裁権限規程」、「グループ会社決裁権限規程」に定める。
・グループ会社は、連結ベースの経営計画、グループ会社決裁権限規程、各種グループ基本方針等に基づき、職

務執行体制を構築する。

⑤ 当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制
・業務の適正を確保するために「カシオ創造憲章」、「カシオ行動指針」、「カシオビジネスコンダクトガイド

ライン」を基礎として、諸規程を定める。
・当社は、グループ会社担当役員制度によりグループ会社ごとに当社の取締役あるいは執行役員を担当に割り当

て、「グループ会社決裁権限規程」に従い、当社への決裁・報告制度によるグループ会社経営の管理を行い必
要に応じてモニタリングを行う。

・財務報告の適正性及び信頼性を確保すべく推進体制を構築し、業務フロー及び財務報告に係る内部統制を点検
のうえ、文書化し、評価、改善を行う。

⑥ 当社監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）からの独立性に関する事項

・監査等委員会の職務を補助すべき使用人を任命する。
・監査等委員会を補助すべき使用人の任命、異動、評価、懲戒に関する事項は、監査等委員会の事前同意を必要

とする。

⑦ 当社の取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査等委員会に
報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制と監査等委員会の監査が実効的に
行われることを確保するための体制

・当社の取締役及び使用人は、当社又はグループ会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときや
法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があるときは、遅滞なく当社監査等委員
会に報告する。
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・グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社又はグループ会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事実
を発見したときや法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があるときは、当社の
グループ会社担当役員に遅滞なく報告し、当該担当役員は遅滞なく当社監査等委員会に報告する。

・グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社からの経営管理・経営指導内容が法令に違反し、その他、
コンプライアンス上問題があると認めた場合には、当社監査等委員会に報告する。

・当社の取締役及び使用人並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人は、当社監査等委員会の要請に応じ
て必要な報告及び情報の提供を行う。

・当社内部監査部門は当社及びグループ会社の監査結果を定期的に当社監査等委員会に報告する。
・公益通報ホットライン事務局は通報状況・処理状況を当社監査等委員会に報告する。
・当社監査等委員会へ報告をした者に対しては不利益のないことを確保する。
・当社監査等委員会が当社に対して職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等を請求したときは速やか

に処理する。
・当社監査等委員は、当社内の重要な会議に出席できる。
・当社及びグループ会社の重要な稟議書は決裁終了後、当社監査等委員会に報告する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、取締役会において決議された「業務の適正を確保するための体制」に基づき、当社及びグループ会社の内
部統制システムを整備し運用しております。

① リスク・コンプライアンス体制
・リスク・危機管理、コンプライアンス、情報セキュリティ等の内部統制に関する機能をグループ横断的に管理

し、経営目標を達成するために必要な仕組みや管理体制を目的に応じて整備し運用することを目的として内部
統制委員会を設置しております。グローバルレベルで、あらゆるリスクの棚卸しを行い、対応方針や運用体制
などを確認、監督するとともに、対処すべき課題への具体的な対応を審議・決定しております。また、内部統
制委員会は、内部統制の状況に関し、定期的に取締役会に報告するとともに、委員会において推進する活動の
中で重大な不備などを発見した場合には随時社長及び取締役会に報告し、その対応を協議することとしており
ます。
なお、当グループにおける内部統制体制の適切性は内部監査部門が監査しております。

・当グループは、リスクの未然防止を図る為に、全ての組織が、「リスク管理基本方針/リスク管理規程」に基
づいて日常業務の中でリスクの認識・評価・低減活動を主体的に行うことを徹底しております。

・当グループにおけるコンプライアンス業務の統轄管理組織として、法務部コンプライアンス室を設置し、企業
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運営、事業推進にかかる法令遵守の徹底を図るとともに、事業部門が適用される法令等につき適切な対応を行
っていることを内部統制委員会で確認しております。

・大規模災害に際しての事業継続計画の方針と基本的考え方を規定した「事業継続計画・綱領」及び災害に対す
る事前準備と災害発生直後の行動を示した「事業継続マニュアル」を制定しております。

・公益通報ホットラインに寄せられた通報に対しては適正に対応しており、その処理状況などについて定期的に
監査等委員会に報告しております。

・反社会的勢力への対応として、不当要求防止責任者を関連部門に設置するほか、不当要求対応マニュアルの周
知・徹底を図っております。

・「製品安全に関する基本方針」に基づき、製品安全に関する自主行動計画を策定・推進し、継続的な改善を行
っております。また、全社品質高揚委員会を年２回開催し、品質状況や製品規制への対応状況の報告、品質施
策の決議などを行い、各事業の品質活動に展開しております。

・取締役及び使用人が法令遵守及び倫理的観点での適切な行動をとるための行動規範である「カシオビジネスコ
ンダクトガイドライン」を定め周知・徹底を図るとともに、インテグリティ・カルチャーの醸成に努めており
ます。

② 職務執行の効率性及び適正性の確保
・取締役会は、法令、定款及び取締役会規則で定められた付議基準に基づき必要な事項を決定し、取締役の職務

執行を監督しております。
・取締役会を原則毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、当事業年度は15回開催いたし

ました。取締役会規則で付議事項を詳細に定め、それに基づき経営の重要案件を審議・決定しております。業
務執行の効率性・機動性を高めるため、付議基準に満たない事項については経営会議、執行役員等に権限委譲
しております。

・業務執行上の重要事項については、経営会議を原則週次で開催し審議・決定しております。経営会議規程で定
めた重要案件について、重要部門の執行責任者が出席し、効率的かつ機動的な業務執行に繋げております。

・グループ会社管理については、担当役員による事業審議会の実施や事業計画の進捗管理のほか、「グループ会
社決裁権限規程」で特定された重要項目について当社への決裁・報告を実施しております。また、当社内部監
査部門による監査の実施など、問題点の早期発見、迅速な意思決定、適正な業務執行を図っております。

・財務報告の適正性及び信頼性の確保を目的に基本方針を定め、情報開示委員会を設置し、推進しております。

③ 監査等委員会の監査の実効性の確保
・監査等委員会は、取締役会及び各種の重要な会議・委員会に出席するほか、代表取締役との定期的な会合、当

社及びグループ会社の取締役や使用人などからの聴取や報告、重要事項の決議書類の閲覧などを通して、厳正
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な監査を実施しております。
・監査等委員会は、会計監査人や内部監査部門からの監査報告、意見・情報交換を行うなど相互の連携を図って

おります。
・監査等委員会のサポートをするための専任の監査スタッフを配置しております。
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連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 48,592 34,928 125,723 △12,684 196,559
当連結会計年度変動額
剰余金の配当 △10,263 △10,263
親会社株主に帰属する当期純利益 18,227 18,227
自己株式の取得 △5,005 △5,005
自己株式の処分 △13 77 64
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 － △13 7,964 △4,928 3,023
当連結会計年度末残高 48,592 34,915 133,687 △17,612 199,582

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 1,866 15,501 4,950 22,317 51 218,927
当連結会計年度変動額
剰余金の配当 △10,263
親会社株主に帰属する当期純利益 18,227
自己株式の取得 △5,005
自己株式の処分 64
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額） 761 7,680 4,823 13,264 △23 13,241

当連結会計年度変動額合計 761 7,680 4,823 13,264 △23 16,264
当連結会計年度末残高 2,627 23,181 9,773 35,581 28 235,191
（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数 36社
　主要な連結子会社名

山形カシオ株式会社、Casio America, Inc.、Casio Europe GmbH、Casio Computer (Hong Kong) Ltd.、カシオ電
子（深圳）有限公司、カシオ（中国）貿易有限公司、カシオ電子科技（中山）有限公司、カシオ電子（韶関）有限公司、
Casio Singapore Pte., Ltd.、Casio (Thailand) Co., Ltd.、Casio Middle East and Africa FZE

　当連結会計年度において、カシオエステート株式会社は、当社との吸収合併により消滅したため、また、カシオヒューマン
システムズ株式会社は、株式の全てを譲渡したため、連結の範囲から除外しております。

②　非連結子会社の名称等
　該当はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項
①　持分法適用の関連会社数 ２社

　主要な会社名 マス株式会社
　株式会社CSホールディングスは株式の取得により関連会社に該当することとなったため、当連結会計年度より持分法適用
の範囲に含めております。

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
　該当はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、カシオ電子（深圳）有限公司他11社を除いて、連結決算日に一致しております。
　カシオ電子（深圳）有限公司他７社の決算日は12月31日であり、当連結計算書類の作成に当たっては連結決算日現在で実施
した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
　株式会社Libryの決算日は２月末日、その他３社の決算日は12月31日であり、連結決算日との差異が３ヶ月を超えないので、
当連結計算書類の作成に当たっては各社の当該事業年度に係る計算書類を基礎としております。なお、当該決算日と連結決算日
が異なることから生ずる連結会社間取引に係る会計記録の重要な不一致等については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項
①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ．満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっております。

ロ．その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）によっております。
・市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法によっております。

②　デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法によっております。

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　主として先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によ
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っております。

④　固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び当社の本社建
物及び構築物並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）、在外連結子会社は主と
して定額法によっております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・市場販売目的のソフトウエア

見込販売収益に基づく減価償却方法（ただし、３年以内）によっております。
・自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、一部の在外連結子会社については、国際財務報告基準に基づき計算書類を作成しており、国際財務報告基準第16

号「リース」（以下「IFRS第16号」という。）を適用しております。IFRS第16号により、リースの借手については、原則
としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上された使用権資産の減価償却方法は定額
法によっております。

⑤　引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．製品保証引当金
販売済製品に対して保証期間に発生が見込まれるアフターサービス費用を計上したものであり、この計上額は過去１年間

のアフターサービス費の実績額を基準として算出しております。
ハ．役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。
ニ．事業整理損失引当金

事業整理に伴い発生する損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
ホ．事業構造改善引当金

事業構造改革に伴い発生する損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。

⑥　収益及び費用の計上基準
　当グループは、時計、コンシューマ（ＥｄＴｅｃｈ、サウンド）、その他の分野において、開発・生産から販売・サービス
にわたる事業活動を展開しております。
　時計、コンシューマにおいては、主に製品販売を行っており、国内販売においては、主として出荷時から当該製品の支配が
顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため出荷時点で、海外販売においては、主として引渡時点で支配が顧客に
移転されると判断し、収益を認識しております。
　その他においては、主に国内で製品販売を行っており、主として出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が
通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
　顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時
点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動対価を取引価格に含めております。
　履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は１年以内であるため、当該顧客との契約に基づく債権につい
て、重要な金融要素の調整は行っておりません。
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⑦　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、
在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に
換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

⑧　ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件
を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

⑨　のれんの償却方法及び償却期間
　５年間で均等償却しております。

⑩　退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９～11年）による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調
整累計額に計上しております。

２．会計上の見積りに関する注記
　棚卸資産の評価

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　棚卸資産　59,065百万円

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報
　棚卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。期末における正味売却価
額が取得価額よりも下落している場合には、正味売却価額まで簿価を切り下げ、一定の回転期間を超える営業循環過程から外
れた滞留棚卸資産については、主に過去の販売、処分実績等に基づき見積もった価額により規則的に簿価を切り下げる方法に
より収益性の低下の事実を反映しております。
　当グループの製品販売は、世界各国の経済状況による需要動向及び個人消費動向の影響を受けております。期末における正
味売却価額及び過去の販売、処分実績等に基づく見積り価額は、これらの市場環境の変動等によって影響を受ける可能性があ
り、販売価格、販売、処分状況が著しく変動した場合は、翌連結会計年度の棚卸資産及び売上原価の金額に重要な影響を与え
る可能性があります。
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96,478百万円

697百万円

３．連結貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額

(2) 輸出手形割引高

(3) 訴訟等
　当社の連結子会社であるCasio Electronics Co.Ltd.（以下、「Casio UK」という。）は、以下のとおり、2023年８月21日
に集団訴訟の申立書の送達を受けました。当訴訟の財務上の影響について、合理的に見積ることができないため、引当金は計上
しておりません。
①　訴訟の原因及び提起されるに至った経緯

　2013年２月から2018年４月にかけて英国で行なわれた当社楽器製品の販売において、Casio UKが再販売価格維持行為を
行ったとする競争法違反の決定を英国競争市場庁より受けておりました。これにより消費者が不当に高い価格で製品を購入し
たとして、発生した損害額の賠償を求める集団訴訟が申立てられたものです。

②　訴訟を提起した者の概要
　イングランド及びウエールズの弁護士であるElisabetta Sciallis氏を代表とする原告団で、2015年10月１日から2019年４
月５日の間に該当する製品を英国内で購入した者が原告団を構成します。

③　訴訟内容
イ．訴えの内容
　Casio UKに対し、Casio UKの再販売価格維持行為により、2015年10月１日から2019年４月５日の間に該当製品を購入
した消費者に発生した損害額の賠償を請求するものです。
ロ．訴訟の目的の価額
　申立書には、原告団がCasio UKに対して主張する賠償請求金額は記載されておりません。

④　今後の見通し
　集団訴訟の手続きにおいて、原告団の規模、訴訟の目的の価額が判明する見通しです。
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株式の種類 当連結会計年度期首 (千株) 増加 (千株) 減少 (千株) 当連結会計年度末 (千株)
普通株式 237,721 ー ー 237,721

5,131百万円

22円50銭

5,132百万円

22円50銭

5,059百万円

22円50銭

4．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 配当に関する事項
①　配当金支払額

2025年６月27日開催の第69回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額

・１株当たり配当額

・基準日
2025年３月31日

・効力発生日
2025年６月30日

2025年11月６日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額

・１株当たり配当額

・基準日
2025年９月30日

・効力発生日
2025年12月２日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年６月26日開催の第70回定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しておりま
す。
・配当金の総額

・配当の原資
利益剰余金

・１株当たり配当額

・基準日
2026年３月31日

・効力発生日
2026年６月29日

11



2026/05/25 12:54:44 / 25298590_カシオ計算機株式会社_招集通知

連結注記表

連結貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額

(1) 有価証券及び投資有価証券
　　 その他有価証券 61,216 61,216 ―
(2)　１年内返済予定の長期借入金 （17,000） （16,940） △60
(3)　長期借入金 （25,000） （24,278） △722
(4)　リース債務 （6,232） （6,225） △7

5．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当グループは、余剰資金は安全性の高い金融資産で運用し、また、運転資金及び設備投資に必要な資金は社債発行や銀行等金
融機関からの借入によって調達しております。
　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理及び残高管理を定期的
に行い、リスク低減を図っております。
　有価証券及び投資有価証券は、主として安全性の高い高格付けの債券と業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時
価を把握し、保有状況を見直しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。
　営業債務、借入金、リース債務は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されておりますが、当
グループでは、手元流動性を連結売上高の一定以上に維持することなどにより管理しております。
　デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、借入金に
係るキャッシュ・フローの固定化を目的とした金利スワップ取引であります。デリバティブ取引の執行・管理については、社内
規程に則っており、当該規程では、デリバティブ取引の管理方針、利用目的、利用範囲、組織体制、業務手続及び取引相手方の
範囲に関する事項が規定されており、相互牽制機能が働くような実施体制及び報告体制を整備しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等（連結貸借対照表計上額387百万円）は、次表「(1)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。ま
た、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、支払手形及び買掛金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価は帳簿価額
にほぼ等しいことから、注記を省略しております。

(単位：百万円)

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(3)　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しておりま
す。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象とな
　　　　　　　　　る資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプット
　　　　　　　　　を用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう
ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 5,224 ― ― 5,224
　　社債 ― 13,992 ― 13,992

　　その他 ― 42,000 ― 42,000
資産計 5,224 55,992 ― 61,216

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

１年内返済予定の長期借入金 ― 16,940 ― 16,940
長期借入金 ― 24,278 ― 24,278
リース債務 ― 6,225 ― 6,225

負債計 ― 47,443 ― 47,443

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位：百万円)

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位：百万円)

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　上場株式、債券は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しておりま
す。一方で、当社が保有している債券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価
に分類しております。

１年内返済予定の長期借入金、長期借入金
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の
時価に分類しております。なお、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっておりますが、金利スワップの特例処理の対象とされているものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定して
おります。

リース債務
　リース債務の時価は、元利金の合計額を同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しており、レベル2の時価に
分類しております。
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報告セグメント

時計 コンシューマ その他 合計

　時計 184,966 ― ― 184,966
　ＥｄＴｅｃｈ ― 61,017 ― 61,017
　サウンド ― 21,040 ― 21,040
　その他 ― ― 9,244 9,244
顧客との契約から生じる収益 184,966 82,057 9,244 276,267
外部顧客への売上高 184,966 82,057 9,244 276,267

当連結会計年度
１年以内 3,050
１年超 760

合計 3,810

6．収益認識に関する注記
(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

(2)　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)
会計方針に関する事項　⑥収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約負債の残高

　契約負債は、主に、製品販売、保守サービスの提供について、支払い条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するもの
であります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,312百万円であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)
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連結注記表

1,045円90銭

80円05銭

7. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額

(2) １株当たり当期純利益

8．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の消却）

　当社は、2026年１月29日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、
2026年４月30日付で消却を行いました。

　消却に係る事項の内容
　(1) 消却する株式の種類：当社普通株式
　(2) 消却する株式の数：3,259千株（消却前の発行済株式総数に対する割合 1.37％）
　(3) 消却後の発行済株式総数：234,462千株
　(4) 消却日：2026年４月30日

（自己株式の取得及び消却）
　当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条
の規定に基づき、自己株式を取得することを決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決
議いたしました。
１．自己株式の取得及び消却を行う理由
　当社キャピタルアロケーション方針に基づき、資本効率の向上及び株主還元の拡充を目的として、自己株式の取得及び消却を
行うものです。
２．取得に係る事項の内容
　(1) 取得対象株式の種類：当社普通株式
　(2) 取得し得る株式の総数：6,000千株（上限）
　(3) 株式の取得価額の総額：10,000百万円（上限）
　(4) 取得期間：2026年５月15日から2026年７月30日
　(5) 取得方法：東京証券取引所の立会市場における買付け
３．消却に係る事項の内容
　(1) 消却する株式の種類：当社普通株式
　(2) 消却する株式の数：上記２により取得した自己株式の全株式数
　(3) 消却予定日：2026年８月31日
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） (単位：百万円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

当期首残高 48,592 14,565 19,869 34,435 7,090 102 39,880 46,655 93,728
当期変動額
合併による変動 1 △1 －
固定資産圧縮積立金の取崩 △3 3 －
剰余金の配当 △10,263 △10,263
当期純利益 16,088 16,088
自己株式の取得
自己株式の処分 △12 △12
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － △12 △12 － △2 － 5,828 5,825
当期末残高 48,592 14,565 19,856 34,422 7,090 100 39,880 52,483 99,554

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △12,684 164,071 1,863 1,863 165,935
当期変動額
合併による変動 － －
固定資産圧縮積立金の取崩 － －
剰余金の配当 △10,263 △10,263
当期純利益 16,088 16,088
自己株式の取得 △5,004 △5,004 △5,004
自己株式の処分 76 64 64
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 763 763 763

当期変動額合計 △4,927 884 763 763 1,648
当期末残高 △17,611 164,956 2,626 2,626 167,583
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）によっております。

②　子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法によっております。

③　その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
・市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法によっております。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法によっております。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっておりま
す。

(4) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び本社の建物及び構築物並びに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
・ソフトウエア
　市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく減価償却方法（ただし、３年以内）、自社利用のソフトウ
エアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・その他
　定額法によっております。

③　リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(5) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　製品保証引当金
　販売済製品に対して当社の保証期間に発生が見込まれるアフターサービス費用を計上したものであり、この計上額は過去１
年間のアフターサービス費の実績額を基準として算出しております。
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個別注記表

③　役員賞与引当金
　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております｡

④　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。な
お、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
　当事業年度末においては、年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過しているた
め、当該超過額を投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

⑤　事業構造改善引当金
　事業構造改革に伴い発生する損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。

(6) 収益及び費用の計上基準
　当社は、時計、コンシューマ（ＥｄＴｅｃｈ、サウンド）、その他の分野において、開発・生産から販売・サービスにわたる
事業活動を展開しております。
　時計、コンシューマにおいては、主に製品販売を行っており、国内販売においては、主として出荷時から当該製品の支配が顧
客に移転される時までの期間が通常の期間であるため出荷時点で、海外販売においては、主として引渡時点で支配が顧客に移転
されると判断し、収益を認識しております。
　その他においては、主に国内で製品販売を行っており、主として出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通
常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
　顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点
までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、変動対価を取引価格に含めております。
　履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は１年以内であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、
重要な金融要素の調整は行っておりません。

(7) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(8) ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を
満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

(9) 退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なっております。
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当事業年度
 製品 18,831
 仕掛品 21
 原材料及び貯蔵品 4,930

合計 23,782

67,720百万円

697百万円

25,651百万円

16,644百万円

128,092百万円

125,558百万円

2,276百万円

株式の種類 当事業年度期首（千株） 増加（千株） 減少（千株） 当事業年度末（千株）
普通株式 9,674 3,263 58 12,879

２．会計上の見積りに関する注記
　棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報
　連結注記表「２．会計上の見積りに関する注記　棚卸資産の評価　(2)　その他見積りの内容に関する理解に資する情報」
に記載した内容と同一であります。

３．貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額

(2) 輸出手形割引高

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
金銭債権

金銭債務

４．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

売上高

仕入高

営業取引以外の取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,263千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加3,259千株、単元未満株式の買取り
による増加３千株、譲渡制限付株式の無償取得による増加０千株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少58千株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少58千株であります。
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（繰延税金資産）
無形固定資産 1,564百万円
有形固定資産 1,498
棚卸資産 1,204
未払費用（賞与分） 933
関係会社株式・出資金 748
その他 2,213
繰延税金資産小計 8,162百万円
評価性引当額 △1,363
繰延税金資産合計 6,798百万円

（繰延税金負債）
退職給付関連 △1,256百万円
その他有価証券評価差額金 △1,209
固定資産圧縮積立金 △46
繰延税金負債合計 △2,511百万円
繰延税金資産の純額 4,287百万円

６．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
並びに開示を行っております。
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種 類 会社等の名称
議決権等
の所有

割合(％)
関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科　目 期末残高
(百万円)

子会社 Casio America, Inc. 直接
100.0 当社製品の販売 製品の販売 21,232 売掛金 1,807

子会社 Casio Europe GmbH 直接
100.0 当社製品の販売 製品の販売 27,983 売掛金 5,239

子会社 Casio Computer (Hong Kong) Ltd. 直接
100.0

当社電子時計・電卓・電子楽
器等の製造 製品の仕入 38,367 買掛金 3,587

子会社 カシオ電子（深圳）有限公司 直接
100.0 当社電子時計の設計・製造 製品の仕入 39,225 買掛金 2,918

子会社 カシオ電子科技（中山）有限公司 直接
100.0

当社電子辞書・電卓・電子楽
器等の製造 配当の受取 2,362 ― ―

子会社 Casio Singapore Pte., Ltd. 直接
100.0 当社製品の販売 製品の販売 19,250 売掛金 1,817

子会社 Casio (Thailand) Co., Ltd. 直接
100.0 当社電子時計・電卓の製造

製品の仕入 33,298 買掛金 2,575

原材料の有償
支給 11,863 その他流動資産 4,421

745円34銭

70円66銭

７．関連当事者との取引に関する注記
　子会社等

（注）１．製品の仕入及び原材料の有償支給については、原価及び市場価格を勘案し交渉のうえで価格を決定しております。
２．製品の販売については、市場価格を勘案し交渉のうえで価格を決定しております。
３．配当の受取については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定しております。

８．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「６．収益認識に関する注記」に同一の内容
を記載しているため、注記を省略しております。

9．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額

(2) １株当たり当期純利益

10．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の消却）
　連結注記表「８．重要な後発事象に関する注記　(自己株式の消却)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（自己株式の取得及び消却）
　連結注記表「８．重要な後発事象に関する注記　(自己株式の取得及び消却)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま
す。
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